
合併のお知らせ 

 

平成 31年４月１日 

 

各 位 

 

 一般社団法人自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関と一般社団法人個人版私的

整理ガイドライン運営委員会は、本日付で合併し、一般社団法人東日本大震災・自然災害

被災者債務整理ガイドライン運営機関となりましたのでお知らせします。 

なお、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」と「個人債務者の私的

整理に関するガイドライン」にもとづく債務整理手続きについて変更はございませんので、

住宅ローン等の返済でお困りの被災者の方は、従来どおり、免除・減額を申し出ることが

できます。 

 

記 

１．合併後の名称 

一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関 

２．合併日 

平成 31年 4月 1日 

３．代表者 

理事長（代表理事）：富永浩明 副理事長（代表理事）：岩本秀治 

４．所在地 

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目 6番 1号 朝日生命大手町ビル 

５．電話番号 

03-6202-2231（代） 

６．事業内容 

（１）（旧）自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関の業務 

 •専門家の委嘱等 

•専門家の報酬等の支払 

•登録団体における「ガイドライン」に関する事務実施支援 

•金融機関等における債務整理に関する事務実施支援 

•「ガイドライン」の周知広報、登録団体・金融機関等による周知広報実施支援 

•「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会」等からの委任を受け 

て行う事務等 

•上記事業に附帯または関連する事業 

 



（２）（旧）個人版私的整理ガイドライン運営委員会の業務 

・運営協議会の設置および運営 

・弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、その他の専門家の登録の受理および 

取消しならびにその適性の審査 

・登録された弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士、その他の専門家に対する 

助言および指導 

・個人債務者の債権者に対する「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」による

債務整理の申出および必要書類の提出の支援 

・「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」による債務整理を申し出た個人債務者

の弁済計画案の作成および説明等の支援 

・弁済計画案の確認報告書の作成 

・「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の解釈または運用に関するＱ＆Ａ等の

作成および改訂等 

・「個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会」等からの委任を受けて行う事務 

 等 

・上記事業に附帯または関連する事業 

７．会員一覧 

（１） 正会員 

・一般社団法人全国銀行協会 

・一般社団法人全国信用金庫協会 

・一般社団法人全行信用組合中央協会 

・一般社団法人全国労働金庫協会 

・農林中央金庫 

（２） 準会員 

・一般社団法人全国サービサー協会 

・一般社団法人全国信用保証協会連合会 

・一般社団法人日本クレジット協会 

・一般社団法人日本自動車リース協会連合会 

・公益社団法人リース事業協会 

・独立行政法人住宅金融支援機構 

・株式会社商工組合中央金庫 

・日本貸金業協会 

 

以  上 


